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(57)【要約】
【課題】不特定者により一方的に画像が閲覧されて個人
が特定される可能性を軽減して、交際紹介システムの利
用を促進することができるようにする。
【解決手段】ボカシ画像公開部１５がボカシ画像記憶部
１４により記憶されているボカシ画像を公開していると
き、交換申込受付部１６により交換申込が受け付けられ
ると、交換確認部１７が、申込者のボカシ画像を相手方
に提示して、相手方が画像交換の申込に応じるかを確認
し、交換確認部１７により画像交換の申込に応じること
が確認されると、画像交換部１９が、ボカシ画像公開部
１５により公開されている相手方のボカシ画像より鮮明
度が高い相手方の画像を申込者に提示するとともに、申
込者のボカシ画像より鮮明度が高い申込者の画像を相手
方に提示する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交際相手の紹介を希望する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を受け付ける交
際紹介システムの画像閲覧制御装置において、
　紹介希望者の画像を収集する画像収集手段と、
　前記画像収集手段により収集された原画像の鮮明度を低減して、鮮明度低減後の画像を
ボカシ画像として登録するボカシ画像登録手段と、
　前記ボカシ画像登録手段により登録されているボカシ画像を公開するボカシ画像公開手
段と、
　前記ボカシ画像公開手段により公開されているボカシ画像を見ている紹介希望者から、
前記ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした画像交換の申込を受け付ける交換申込受
付手段と、
　前記交換申込受付手段により交換申込が受け付けられると、前記交換申込を行った紹介
希望者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示して、その相手方が画像交換の申
込に応じるかを確認する交換確認手段と、
　前記交換確認手段により前記相手方が画像交換の申込に応じることが確認されると、前
記ボカシ画像公開手段により公開されている相手方のボカシ画像より鮮明度が高い相手方
の画像を前記申込者に提示するとともに、申込者のボカシ画像より鮮明度が高い申込者の
画像を前記相手方に提示する画像交換手段と、
　を備えたことを特徴とする交際紹介システムの画像閲覧制御装置。
【請求項２】
　前記画像交換手段は、前記申込者及び前記相手方に画像を提示する際、通信ネットワー
ク上に存在する一又は二以上の交流サービスの個々に予め付与したレベル番号と、前記申
込者と前記相手方がどの前記交流サービスを利用したかの情報と、に基いて、前記申込者
と前記相手方間の交流の進み具合を判別し、交流の進み具合の大きさに応じてボカシレベ
ルを低減した画像を、前記申込者及び前記相手方に提示するように構成されたことを特徴
とする請求項１記載の交際紹介システムの画像閲覧制御装置。
【請求項３】
　前記ボカシ画像登録手段は、前記画像収集手段により収集された原画像に対するボカシ
レベルの設定を受け付け、前記ボカシレベルに応じて前記画像収集手段により収集された
画像の鮮明度を調節するように構成され、
　前記ボカシレベルは、前記原画像と、鮮明度を所定の最大限度まで低減した画像と、の
間の鮮明度レベルを示していることを特徴とする請求項１又は２記載の交際紹介システム
の画像閲覧制御装置。
【請求項４】
　前記ボカシ画像公開手段及び前記交換確認手段は、ボカシ画像を提示する際、前記ボカ
シ画像と一緒に前記ボカシ画像のボカシレベルを表示するように構成され、
　前記ボカシレベルは、前記原画像と、鮮明度を所定の最大限度まで低減した画像と、の
間の鮮明度レベルを示していることを特徴とする請求項１から３のいずれか１つに記載の
交際紹介システムの画像閲覧制御装置。
【請求項５】
　前記交換確認手段は、前記相手方が画像交換の申込に応じる場合、どのボカシレベルの
画像まで交換を許容するかを確認して、前記ボカシレベルを前記申込者に提示し、前記申
込者が前記ボカシレベルの画像の交換に応じるかを確認するように構成され、
　前記画像交換手段は、前記交換確認手段により前記ボカシレベルの画像の交換に応じる
ことが確認されると、前記相手方の前記ボカシレベルの画像を前記申込者に提示するとと
もに、前記申込者の前記ボカシレベルの画像を前記相手方に提示するように構成されたこ
とを特徴とする請求項１から４のいずれか１つに記載の交際紹介システムの画像閲覧制御
装置。
【請求項６】
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　前記画像交換手段は、前記交換確認手段により画像交換の申込に応じることが確認され
ると、前記画像収集手段により収集された前記相手方の画像である原画像を前記申込者に
提示するとともに、前記画像収集手段により収集された前記申込者の画像である原画像を
前記相手方に提示するように構成されたことを特徴とする請求項１から５のいずれか１つ
に記載の交際紹介システムの画像閲覧制御装置。
【請求項７】
　コンピュータが交際相手の紹介を希望する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧
を受け付ける交際紹介システムの画像閲覧制御方法において、
　前記コンピュータの画像収集手段が、紹介希望者の画像を収集する画像収集ステップと
、
　前記コンピュータのボカシ画像登録手段が、前記画像収集ステップで収集した原画像の
鮮明度を低減して、鮮明度低減後の画像をボカシ画像として前記コンピュータの記憶部に
登録させるボカシ画像登録ステップと、
　前記コンピュータのボカシ画像公開手段が、前記記憶部に登録されているボカシ画像を
公開するボカシ画像公開ステップと、
　前記コンピュータの交換申込受付手段が、前記ボカシ画像公開ステップで公開している
ボカシ画像を見ている紹介希望者から、前記ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした
画像交換の申込を受け付ける交換申込受付ステップと、
　前記コンピュータの交換確認手段が、前記交換申込受付ステップで交換申込を受け付け
ると、前記交換申込を行った紹介希望者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示
して、その相手方が画像交換の申込に応じるかを確認する交換確認ステップと、
　前記コンピュータの画像交換手段が、前記交換確認ステップで前記相手方が画像交換の
申込に応じることを確認すると、前記ボカシ画像公開ステップで公開している相手方のボ
カシ画像より鮮明度が高い相手方の画像を前記申込者に提示するとともに、申込者のボカ
シ画像より鮮明度が高い申込者の画像を前記相手方に提示する画像交換ステップと、
　を備えたことを特徴とする交際紹介システムの画像閲覧制御方法。
【請求項８】
　交際相手の紹介を希望する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を受け付ける処
理をコンピュータに実行させるための交際紹介システムの画像閲覧制御プログラムであっ
て、
　紹介希望者の画像を収集する画像収集処理手順と、
　前記画像収集処理手順により収集された原画像の鮮明度を低減して、鮮明度低減後の画
像をボカシ画像として登録するボカシ画像登録処理手順と、
　前記ボカシ画像登録処理手順により登録されているボカシ画像を公開するボカシ画像公
開処理手順と、
　前記ボカシ画像公開処理手順により公開されているボカシ画像を見ている紹介希望者か
ら、前記ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした画像交換の申込を受け付ける交換申
込受付処理手順と、
　前記交換申込受付処理手順により交換申込が受け付けられると、前記交換申込を行った
紹介希望者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示して、その相手方が画像交換
の申込に応じるかを確認する交換確認処理手順と、
　前記交換確認処理手順により前記相手方が画像交換の申込に応じることが確認されると
、前記ボカシ画像公開処理手順により公開されている相手方のボカシ画像より鮮明度が高
い相手方の画像を前記申込者に提示するとともに、申込者のボカシ画像より鮮明度が高い
申込者の画像を前記相手方に提示する画像交換処理手順と、
　をコンピュータに実行させるための交際紹介システムの画像閲覧制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、交際相手の紹介を希望する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を
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受け付ける交際紹介システムの画像閲覧制御装置、画像閲覧制御方法及び画像閲覧制御プ
ログラムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、交際相手の紹介を希望する紹介希望者の顔写真（画像）を登録し、その顔写
真の閲覧を受け付ける交際紹介システムが開発されている（例えば、非特許文献１を参照
）。ただし、交際紹介システムにおける顔写真の登録自体は任意であり、閲覧を受け付け
る顔写真は、任意に登録されている顔写真が対象になる。
【０００３】
　前記の交際紹介システムの他に、紹介希望者が携帯電話の画像閲覧ボタンを操作すると
、会員登録ページに登録されている他の紹介希望者の顔写真を、その携帯電話の表示部に
表示する交際紹介システムが開発されている（例えば、特許文献１を参照）。
【０００４】
【非特許文献１】http://partner.yahoo.co.jp/
【特許文献１】特開２００１－９２８９２号公報（段落［００７９］、図３）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　非特許文献１及び特許文献１に開示されている交際紹介システムでは、顔写真が登録さ
れると、名前などの個人情報を隠していても、顔写真が公開されるため、紹介希望者の知
人などが顔写真を見れば、容易に個人を特定することができる。このため、顔写真の登録
に抵抗がある人は、交際相手の紹介サービスの申込に躊躇することがあるなどの問題点が
あった。
【０００６】
　この発明は前記のような課題を解決するためになされたもので、不特定者により一方的
に画像が閲覧されて個人が特定される可能性を軽減して、交際紹介システムの利用を促進
することができる画像閲覧制御装置、画像閲覧制御方法及び画像閲覧制御プログラムを得
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（１）この発明に係る交際紹介システムの画像閲覧制御装置は、交際相手の紹介を希望す
る紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を受け付けるものであって、紹介希望者の
画像を収集する画像収集手段と、前記画像収集手段により収集された原画像の鮮明度を低
減して、鮮明度低減後の画像をボカシ画像として登録するボカシ画像登録手段と、前記ボ
カシ画像登録手段により登録されているボカシ画像を公開するボカシ画像公開手段と、前
記ボカシ画像公開手段により公開されているボカシ画像を見ている紹介希望者から、前記
ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした画像交換の申込を受け付ける交換申込受付手
段と、前記交換申込受付手段により交換申込が受け付けられると、前記交換申込を行った
紹介希望者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示して、その相手方が画像交換
の申込に応じるかを確認する交換確認手段と、前記交換確認手段により前記相手方が画像
交換の申込に応じることが確認されると、前記ボカシ画像公開手段により公開されている
相手方のボカシ画像より鮮明度が高い相手方の画像を前記申込者に提示するとともに、申
込者のボカシ画像より鮮明度が高い申込者の画像を前記相手方に提示する画像交換手段と
、を備えたことを特徴とするものである。
【０００８】
（１－２）この発明を方法の観点から把握すると、コンピュータが交際相手の紹介を希望
する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を受け付ける交際紹介システムの画像閲
覧制御方法は、前記コンピュータの画像収集手段が、紹介希望者の画像を収集する画像収
集ステップと、前記コンピュータのボカシ画像登録手段が、前記画像収集ステップで収集
した原画像の鮮明度を低減して、鮮明度低減後の画像をボカシ画像として前記コンピュー
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タの記憶部に登録させるボカシ画像登録ステップと、前記コンピュータのボカシ画像公開
手段が、前記記憶部に登録されているボカシ画像を公開するボカシ画像公開ステップと、
前記コンピュータの交換申込受付手段が、前記ボカシ画像公開ステップで公開しているボ
カシ画像を見ている紹介希望者から、前記ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした画
像交換の申込を受け付ける交換申込受付ステップと、前記コンピュータの交換確認手段が
、前記交換申込受付ステップで交換申込を受け付けると、前記交換申込を行った紹介希望
者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示して、その相手方が画像交換の申込に
応じるかを確認する交換確認ステップと、前記コンピュータの画像交換手段が、前記交換
確認ステップで前記相手方が画像交換の申込に応じることを確認すると、前記ボカシ画像
公開ステップで公開している相手方のボカシ画像より鮮明度が高い相手方の画像を前記申
込者に提示するとともに、申込者のボカシ画像より鮮明度が高い申込者の画像を前記相手
方に提示する画像交換ステップと、を備えたことを特徴とする。
【０００９】
（１－３）この発明をコンピュータ・プログラムの観点から把握すると、交際相手の紹介
を希望する紹介希望者の画像を登録し、前記画像の閲覧を受け付ける処理をコンピュータ
に実行させるための交際紹介システムの画像閲覧制御プログラムは、紹介希望者の画像を
収集する画像収集処理手順と、前記画像収集処理手順により収集された原画像の鮮明度を
低減して、鮮明度低減後の画像をボカシ画像として登録するボカシ画像登録処理手順と、
前記ボカシ画像登録処理手順により登録されているボカシ画像を公開するボカシ画像公開
処理手順と、前記ボカシ画像公開処理手順により公開されているボカシ画像を見ている紹
介希望者から、前記ボカシ画像に係る紹介希望者を相手方とした画像交換の申込を受け付
ける交換申込受付処理手順と、前記交換申込受付処理手順により交換申込が受け付けられ
ると、前記交換申込を行った紹介希望者である申込者のボカシ画像を、前記相手方に提示
して、その相手方が画像交換の申込に応じるかを確認する交換確認処理手順と、前記交換
確認処理手順により前記相手方が画像交換の申込に応じることが確認されると、前記ボカ
シ画像公開処理手順により公開されている相手方のボカシ画像より鮮明度が高い相手方の
画像を前記申込者に提示するとともに、申込者のボカシ画像より鮮明度が高い申込者の画
像を前記相手方に提示する画像交換処理手順と、をコンピュータに実行させるためのもの
である。
【００１０】
　これらの発明によれば、不特定者により一方的に画像が閲覧されて個人が特定される可
能性を軽減して、交際紹介システムの利用を促進することができる画像閲覧制御装置が得
られる。
　また、鮮明な画像を見せてもよいと思われる相手とは、鮮明な画像を相互に交換するこ
とができるため、個人が特定される可能性を軽減しつつ、相手の容姿をはっきり確認する
ことができる。
【００１１】
（２）（１）の画像閲覧制御装置において、前記申込者及び前記相手方に画像を提示する
際、通信ネットワーク上に存在する一又は二以上の交流サービスの個々に予め付与したレ
ベル番号と、前記申込者と前記相手方がどの前記交流サービスを利用したかの情報と、に
基いて、前記申込者と前記相手方間の交流の進み具合を判別し、交流の進み具合の大きさ
に応じてボカシレベルを低減した画像を、前記申込者及び前記相手方に提示するように構
成されてもよい。
　この発明によれば、鮮明な画像を見せてもよいと思われる相手でも、直ちに鮮明度が高
い原画像の閲覧を許可せずに、交流の進み具合に応じて、閲覧を許可する画像の鮮明度を
段階的に高めることができる。このため、交流の進み具合に応じて、個人が特定されるこ
とによる不利益を負担することができる画像閲覧制御装置が得られる。
【００１２】
（３）（１）又は（２）の前記ボカシ画像登録手段において、前記画像収集手段により収
集された原画像に対するボカシレベルの設定を受け付け、前記ボカシレベルに応じて前記



(6) JP 2010-86214 A 2010.4.15

10

20

30

40

50

画像収集手段により収集された画像の鮮明度を調節するように構成され、前記ボカシレベ
ルは、前記原画像と、鮮明度を所定の最大限度まで低減した画像と、の間の鮮明度レベル
を示すようにしていてもよい。
　この発明によれば、鮮明度が低いボカシ画像を登録する際に、紹介希望者がボカシ画像
のボカシレベルを自由に設定することができる。このため、紹介希望者が、他の紹介希望
者から交際申込が得られる可能性と、公開されることにより個人が特定される不利益を比
較考量して、自分のボカシ画像を生成することができる画像閲覧制御装置が得られる。
【００１３】
（４）（３）の前記ボカシ画像登録手段において、前記ボカシ画像公開手段は、ボカシ画
像を提示する際、前記ボカシ画像と一緒に前記ボカシ画像のボカシレベルを表示するよう
に構成され、前記ボカシレベルは、前記原画像と、鮮明度を所定の最大限度まで低減した
画像と、の間の鮮明度レベルを示すようにしていてもよい。
　この発明によれば、ボカシ画像を見ている紹介希望者が、そのボカシ画像のボカシレベ
ルから原画像の鮮明度を推測することができるようになるため、画像交換の是非を慎重に
行える画像閲覧制御装置が得られる。
【００１４】
（５）（１）から（４）の前記ボカシ画像登録手段において、前記交換確認手段は、前記
相手方が画像交換の申込に応じる場合、どのボカシレベルの画像まで交換を許容するかを
確認して、前記ボカシレベルを前記申込者に提示し、前記申込者が前記ボカシレベルの画
像の交換に応じるかを確認するように構成され、前記画像交換手段は、前記交換確認手段
により前記ボカシレベルの画像の交換に応じることが確認されると、前記相手方の前記ボ
カシレベルの画像を前記申込者に提示するとともに、前記申込者の前記ボカシレベルの画
像を前記相手方に提示するように構成されてもよい。
　この発明によれば、交換してもよいと思う画像のボカシレベルを相手方に通知して、そ
のボカシレベルでの画像交換を実現することができる。このため、個人が特定される可能
性を更に軽減することができる画像閲覧制御装置が得られる。
【００１５】
（６）（１）から（５）の前記ボカシ画像登録手段において、前記画像交換手段は、前記
交換確認手段により画像交換の申込に応じることが確認されると、前記画像収集手段によ
り収集された前記相手方の画像である原画像を前記申込者に提示するとともに、前記画像
収集手段により収集された前記申込者の画像である原画像を前記相手方に提示するように
構成されてもよい。
　この発明によれば、最も鮮明度が高い画像が交換されるようになるため、相手の容姿を
はっきり確認することができる画像閲覧制御装置が得られる。
【発明の効果】
【００１６】
　この発明によれば、不特定者により一方的に画像が閲覧されて個人が特定される可能性
を軽減して、交際紹介システムの利用を促進することができる効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　次に、上記のような本発明を実施するための複数の最良の実施形態について、図に沿っ
て説明する。
【００１８】
〔１．第１実施形態の構成〕
〔１－１．全体構成〕＜装置構成＞
　第１実施形態は、図１（構成図）に示すように、画像閲覧制御装置１と、ユーザ端末２
，３と、をインターネットに代表される通信ネットワーク４で接続することによって構成
する交際紹介システムに関するもので、このうち特に本発明の対象である画像閲覧制御装
置１は、例えばサーバコンピュータなどとして構成されるもので、以下単に「サーバ」と
も略称することとする。
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【００１９】
〔１－２．ユーザ端末の構成〕
　ユーザ端末２，３は、比較的簡易なコンピュータ（例えば、パーソナルコンピュータ、
モバイルコンピュータ、携帯電話）で構成されており、例えば、インターネットやイント
ラネットなどの通信ネットワーク４と接続することが可能な通信インタフェース（例えば
、有線又は無線のＬＡＮアダプタ、モデム）を備えている。
　ユーザ端末２，３は、交際相手の紹介を希望する紹介希望者（以下「会員」とも呼ぶ）
が、例えば、自分の顔写真（画像）をサーバ１に登録する場合や、サーバ１により公開さ
れている画像を閲覧する場合や、他の会員と画像の交換を行う場合などに、通信ネットワ
ーク４を介して、サーバ１にアクセスする。
【００２０】
　ここでは、説明の便宜上、ユーザ端末２を使用するユーザを「会員Ａ」と称し、ユーザ
端末３を使用するユーザを「会員Ｂ」と称する。また、会員Ａが画像交換の申込受側、会
員Ｂが画像交換の申込側の場合について説明する。
　図１では、ユーザ端末が２台だけ通信ネットワーク４に接続されている例を示している
が、実際には、数多くのユーザ端末が通信ネットワーク４に接続されている。
【００２１】
〔１－３．サーバの概要構成〕
　また、サーバ１は、図示はしないが、主メモリや外部記憶装置（ハードディスクドライ
ブ）などの記憶装置と、ＣＰＵなどの演算制御部と、通信ネットワーク４との通信手段（
ルータ、ゲートウェイ、ブロードバンドモデムなど）と、を有する。
　そして、サーバ１では、前記記憶装置に予め記憶された画像閲覧制御プログラムを実行
することで前記演算制御部が、画像収集部１１と、ボカシ画像登録部１３と、ボカシ画像
公開部１５と、交換申込受付部１６と、交換確認部１７と、画像交換部１９と、を実現す
る他、これら各部の動作に用いるいくつかの記憶部１２，１４，１８を実現している。
　これら各部１１，１３，１５，１７，１９は、本発明及び本実施形態を構成する後述す
るような各機能や作用を実現・実行する処理手段である。また、記憶部１２，１４，１８
は、サーバ１の前記記憶装置の一部に構成され、画像など後述する各データを記憶するフ
ァイルやデータベースなどである。
〔１－４．サーバの具体的構成〕
　上記各部のうち、まず、画像収集部１１は、ユーザ端末２や３から、各端末を用いる各
会員ＡやＢの鮮明な顔写真等の原画像を画像データとして収集し、その鮮明度が高い原画
像の画像データを原画像記憶部１２に登録する画像収集手段である。この原画像記憶部１
２は、画像収集部１１により収集された原画像の画像データを記憶する原画像記憶手段で
ある。
【００２２】
　また、ボカシ画像登録部１３は、画像収集部１１により収集された原画像の鮮明度を低
減し、鮮明度低減後の画像をボカシ画像として、そのボカシ画像の画像データをボカシ画
像記憶部１４に登録するボカシ画像登録手段である。このボカシ画像記憶部１４は、ボカ
シ画像登録部１３により生成されたボカシ画像の画像データを記憶する。
【００２３】
　また、ボカシ画像公開部１５は、ボカシ画像記憶部１４により記憶されているボカシ画
像を公開するボカシ画像公開手段である。即ち、ボカシ画像公開部１５は、サーバコンピ
ュータの通信手段を使用して、例えば、ユーザ端末３からボカシ画像の閲覧要求を受信す
ると、ボカシ画像記憶部１４により記憶されているボカシ画像の画像データから、画像登
録が行われている会員のボカシ画像が掲載されている画像交換申込画面ＭＧを生成し、そ
の画像交換申込画面ＭＧの画面データを閲覧要求元のユーザ端末３に送信する処理を実施
する。
【００２４】
　また、交換申込受付部１６は、サーバコンピュータの通信手段を使用して、画像交換申
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込画面ＭＧを見ている会員Ｂから、その画像交換申込画面ＭＧに掲載されているボカシ画
像に係る会員Ａに対する画像交換の申込を受け付ける交換申込受付手段である。
【００２５】
　また、交換確認部１７は、交換申込受付部１６により交換申込が受け付けられると、サ
ーバコンピュータの通信手段を使用して、交換申込側の会員（以下、単に「申込者」とも
呼ぶ）Ｂのボカシ画像を申込受側の会員（以下、単に「相手方」とも呼ぶ）Ａに提示して
、相手方Ａが画像交換の申込に応じるかを確認する交換確認手段である。
　画像交換実施者記憶部１８は、このように画像交換に応じている会員の組み合わせを記
憶する交換記憶手段である。
【００２６】
　また、画像交換部１９は、交換確認部１７により画像交換の申込に応じることが確認さ
れると、サーバコンピュータの通信手段を使用して、ボカシ画像公開部１５により公開さ
れている相手方Ａのボカシ画像より鮮明度が高い相手方Ａの画像を、申込者Ｂに提示する
とともに、申込者Ｂのボカシ画像より鮮明度が高い申込者Ｂの画像を相手方Ａに提示する
画像交換手段である。
【００２７】
〔２．第１実施形態の作用〕
　上記のように構成したサーバの動作について、ボカシ画像を登録する際の処理内容を図
２のフローチャートに示し、鮮明度の高い原画像を交換する際の処理内容を図３のフロー
チャートに示し、以下、これら図２及び図３のフローチャートを参照して説明する。
【００２８】
〔２－１．画像の登録受付〕
　最初に、画像収集部１１により、ボカシ画像が登録される際の処理内容を説明する。
　例えば、交際相手の紹介を希望する会員Ａが、サーバ１が提供している交際紹介サービ
スを利用する場合、ユーザ端末２を操作して、当該サービスのウェブサイトにアクセスし
、ＩＤやパスワード等でログインのうえ、所定のハイパーリンクの操作などにより、画像
の登録要求を通信ネットワーク４経由でサーバ１に送信する。
　この「画像の登録要求」は、各ユーザ端末２や３などがサーバ１に対して、画像の登録
を要求する制御信号を意味し、サーバ１の画像収集部１１は、サーバの前記通信手段を用
いて、例えばユーザ端末２から通信ネットワーク４経由で画像の登録要求を受信すると（
図２のステップＳＴ１）、原画像の送信要求をユーザ端末２に送信する（ステップＳＴ２
）。
【００２９】
　この場合、会員Ａは、ユーザ端末２がサーバ１から原画像の送信要求を受信すると、例
えば画像ファイルアップロード用のファイル選択画面などが表示されるので、ユーザ端末
２を操作して、会員自身の顔を中心に自分の風貌を写した高鮮明度の顔写真など（「原画
像」と呼ぶ）の画像データを、通信ネットワーク４経由でサーバ１に送信（アップロード
）する。
　サーバ１の画像収集部１１は、ユーザ端末２から通信ネットワーク４経由で会員Ａの顔
写真（原画像）の画像データを受信すると（ステップＳＴ３）、その原画像の画像データ
を原画像記憶部１２に登録する（ステップＳＴ４）。
【００３０】
　もちろん、顔写真の画像データの登録に限らず、画像データ登録の際や、事前又は事後
に、文字列などによるプロフィール等の登録を適宜受け付けてもよい。
　交際相手の紹介を希望する会員Ｂが、サーバ１が提供している交際紹介サービスを利用
する場合も、同様にして、ユーザ端末３から会員Ｂの顔が写されている高鮮明度の原画像
の画像データを収集して、その原画像の画像データを原画像記憶部１２に登録する。
【００３１】
〔２－２．ボカシ画像の生成〕
　上記のように、画像収集部１１が会員Ａ，Ｂの原画像の画像データを収集すると、続い
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て、ボカシ画像登録部１３が、それら原画像の鮮明度を低減し、ボカシ画像を生成する（
ステップＳＴ５）。
　ここで、「ボカシ画像」は、いわゆる画像がぼけている狭義の意味のボカシ画像のほか
に、原画像にモザイクが施されているモザイク画像や、網掛け、シェード、グラデーショ
ン、ウォッシュアウト、フィルターなどによって補正された画像なども含む広い概念であ
る。
　したがって、原画像の鮮明度を低減してボカシ画像を生成する具体的処理手法は自由で
あるが、例えば、指定数の画素（例えば、４画素、９画素）毎に、その画素値を平均値に
置き換えるなどのフィルタ処理の他、各画素の明度を極端に上げる処理や、ガウス関数の
確率分布にしたがって光を分散する処理など、自由に採用可能である。
【００３２】
　図４は、画素値を平均値に置き換えることで、ボカシ画像を生成する画像処理を示す説
明図であり、一例として、４画素ごとの画素値の平均値を求め、それら４画素の画素値を
ともに同じ平均値に置き換えている例を示している。
　例えば、原画像（図４（ａ）を参照）における４個の画素ａ１，ａ２，ａ３，ａ４に着
目し、４個の画素ａ１，ａ２，ａ３，ａ４の画素値をそれぞれｇ１，ｇ２，ｇ３，ｇ４と
すると、ボカシ画像（図４（ｂ）を参照）における４個の画素ｂ１，ｂ２，ｂ３，ｂ４の
画素値ｐ１，ｐ２，ｐ３，ｐ４は下記の通りとなる。

　　　ｐ１＝ｐ２＝ｐ３＝ｐ４＝（ｇ１＋ｇ２＋ｇ３＋ｇ４）／４

　図５は、原画像とボカシ画像の一例を示す説明図である。（ａ）は原画像、（ｂ）はボ
カシ画像である。
【００３３】
　ボカシ画像登録部１３は、前記のようにして、ボカシ画像を生成すると、そのボカシ画
像の画像データをボカシ画像記憶部１４に登録する（ステップＳＴ６）。
【００３４】
　次に、高鮮明度の原画像が交換される際の処理内容を説明する。
〔２－３．ボカシ画像の公開と交換申込〕
　すなわち、上記のように生成、登録されたボカシ画像を、ボカシ画像公開部１５が、各
会員に対し所定のウェブサイトで閲覧に応じることにより公開し、ボカシ画像より高鮮明
度の例えば原画像については、交換申込受付部１６が交換申込を受け付ける。
　具体的には、例えば、会員Ｂが、サーバ１により公開されているボカシ画像の閲覧を希
望する場合、ユーザ端末３を操作して、ボカシ画像の閲覧要求を通信ネットワーク４経由
でサーバ１に送信する。ここで、「ボカシ画像の閲覧要求」は、ユーザ端末（２，３など
）がサーバ１に対して、ボカシ画像が掲載されている画像交換申込画面ＭＧなどウェブペ
ージの画像データを要求する制御信号であり、例えば、画像登録が行われている会員の一
覧表ページや、検索結果表示ページのＵＲＬなど、具体的内容は自由である。
【００３５】
　サーバ１のボカシ画像公開部１５は、ユーザ端末３からボカシ画像の閲覧要求を受信す
ると（図３のステップＳＴ１１）、ボカシ画像記憶部１４により記憶されているボカシ画
像の画像データを取り出し、画像登録が行われている会員のボカシ画像が掲載されている
画像交換申込画面ＭＧを生成し（ステップＳＴ１２）、その画面の画面データ（例えば、
そのウェブページを表示するためのＨＴＭＬファイル、画像ファイルなど）を通信ネット
ワーク４経由で閲覧要求元のユーザ端末３に送信する（ステップＳＴ１３）。
【００３６】
　ユーザ端末３は、サーバ１から画像交換申込画面ＭＧの画面データを受信すると、例え
ば、ブラウザなどのアプリケーションソフトを使用して、その画像交換申込画面ＭＧをデ
ィスプレイに表示する。図１の例では、会員Ｂのユーザ端末３に表示されている画像交換
申込画面ＭＧでは、会員ＡとＤの各ボカシ画像の隣に、それぞれのプロフィールが掲載さ
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れ、画像交換申込の各チェック欄が設けられている。
　なお、図１の画像交換申込画面ＭＧにおいて、各ボカシ画像の下に表示されているスラ
イドバー状の図柄は、当該ボカシ画像の登録時に登録者が指定した不鮮明処理の程度（ボ
カシレベル）を示すもので、詳細は第３実施形態で説明するので、第１実施形態では省略
可能であり、説明も省略する。画像交換確認画面ＫＧについても同様である。
【００３７】
　会員Ｂが画像交換申込画面ＭＧに掲載されているボカシ画像を見て、鮮明な画像を確認
してみたいと思う相手がいれば、ユーザ端末３を操作して、画像交換申込画面ＭＧ中の画
像交換申込のチェック欄にチェックを入れる。ここでは、説明の便宜上、会員Ｂが、会員
Ａに対応するチェック欄にチェックを入れるものとする。
【００３８】
　ユーザ端末３は、会員Ｂが、会員Ａに対応するチェック欄にチェックを入れて、「決定
」ボタンをクリックすると、会員Ａに対する画像交換の申込要求を通信ネットワーク４経
由でサーバ１に送信する。ここで、「画像交換の申込要求」は、ユーザ端末３がサーバ１
に対して、鮮明な画像の交換を要求する制御信号であり、少なくとも、どのチェック欄に
チェックを入れた状態で決定ボタンを操作したかの情報を含む。
【００３９】
〔２－４．交換の確認〕
　上記のような交換申込に対しては、交換確認部１７が、さらに相手方からの同意すなわ
ち確認を受け付ける。すなわち、サーバ１の交換申込受付部１６は、ユーザ端末３から会
員Ａに対する画像交換の申込要求を受信すると（ステップＳＴ１４）、会員Ａに対する画
像交換の申込を受け付けて（ステップＳＴ１５）、画像交換確認画面ＫＧの生成を交換確
認部１７に指示する（ステップＳＴ１６）。
【００４０】
　交換確認部１７は、交換申込受付部１６から画像交換確認画面ＫＧの生成指示を受ける
と、ボカシ画像記憶部１４から画像交換の申込要求元である会員Ｂのボカシ画像の画像デ
ータを取り出し、申込者である会員Ｂのボカシ画像が掲載されている画像交換確認画面Ｋ
Ｇを生成し（ステップＳＴ１７）、この画像交換確認画面ＫＧの画面データを通信ネット
ワーク４経由で相手方である会員Ａのユーザ端末２に送信する（ステップＳＴ１８）。
【００４１】
　ユーザ端末２は、サーバ１から画像交換確認画面ＫＧの画面データを受信すると、例え
ば、ブラウザなどのアプリケーションソフトを使用して、その画像交換確認画面ＫＧをデ
ィスプレイに表示する。図１の例では、会員Ａのユーザ端末２に表示されている画像交換
確認画面ＫＧには、会員Ａに興味を持って画像交換を申し込んで来ている会員Ｂ及びＣの
各ボカシ画像の隣に、それぞれのプロフィールとともに、画像交換の申込に応じる場合に
チェックを入れるチェック欄が設けられている。
【００４２】
　会員Ａが画像交換確認画面ＫＧに掲載されているボカシ画像を見て、画像交換の申込に
応じてもよいと思う人がいれば、ユーザ端末２を操作して、画像交換に応じる人のチェッ
ク欄にチェックを入れる。ここでは、説明の便宜上、会員Ａが、会員Ｂに対応するチェッ
ク欄にチェックを入れるものとする。
　なお、各会員が、画像交換申込画面ＭＧや画像交換確認画面ＫＧに掲載されているボカ
シ画像を見る際、自らのユーザ端末を操作して、所望のボカシ画像に対しマウスクリック
など所定操作を行った場合に、そのボカシ画像の拡大画像が表示されるようにしてもよい
。
【００４３】
　ユーザ端末２は、相手方である会員Ａが、申込者である会員Ｂに対応するチェック欄に
チェックを入れて、「決定」ボタンをクリックすると、会員Ｂとの画像交換に応じる旨を
示す応答信号を通信ネットワーク４経由でサーバ１に送信し、サーバ１の交換確認部１７
は、この応答信号を受信すると（ステップＳＴ１９）、会員Ａと会員Ｂ間における原画像
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の交換を画像交換部１９に指示するとともに（ステップＳＴ２０）、会員Ａと会員Ｂにつ
いて、鮮明な原画像の交換を行っている旨の組み合わせ情報を、画像交換実施者記憶部１
８に格納する。
【００４４】
〔２－５．画像交換の実行〕
　上記のように交換の同意が確認されると、画像交換部１９が、実際の交換を実現する。
すなわち、画像交換部１９は、交換確認部１７から会員Ａと会員Ｂ間における原画像の交
換指示を受けると、原画像記憶部１２から会員Ａ，Ｂの原画像の画像データを取り出して
、会員Ａの原画像の画像データを通信ネットワーク４経由でユーザ端末３に送信し、会員
Ｂの原画像の画像データを通信ネットワーク４経由でユーザ端末２に送信する（ステップ
ＳＴ２１）。
【００４５】
　ユーザ端末２は、サーバ１から会員Ｂの原画像の画像データを受信すると、例えば、ウ
ェブブラウザなどのアプリケーションソフトを使用して、その会員Ｂの原画像をディスプ
レイに表示する。これにより、会員Ａは、会員Ｂの鮮明な顔写真を見ることができ、会員
Ｂとの交際判断に役立てることができる。同様に、ユーザ端末３の側でも、サーバ１から
受信した会員Ａの鮮明な原画像を表示し、会員Ｂによる交際判断に役立てる。
　なお、会員Ａ，Ｂが相手方の原画像を見る際、ユーザ端末２，３を操作して、原画像の
拡大画像が表示されるようにしてもよい。
【００４６】
〔３．第１実施形態の効果〕
　以上で明らかなように、この第１実施形態によれば、不特定者の一方的な画像の閲覧に
よる個人の特定可能性を軽減して、交際紹介システムの利用を促進することができる。
　また、鮮明な画像を見せてもよいと思われる相手とは、鮮明な画像を相互に交換するこ
とができるため、個人が特定される可能性を軽減しつつ、相手の容姿をはっきり確認する
ことができる。
【００４７】
　特に、この第１実施形態では、画像交換部１９がボカシ画像より鮮明度が高い画像を提
示するに際して、相手方Ａの原画像を申込者Ｂに提示するとともに、申込者Ｂの原画像を
相手方Ａに提示するようにしたので、最も鮮明度が高い画像が交換されるようになり、そ
の結果、相手の容姿をはっきり確認することができる。
【００４８】
　なお、この第１実施形態では、ボカシ画像より鮮明度が高い画像として原画像を提示す
るものについて示したが、これは一例に過ぎず、ボカシ画像より鮮明度が高い画像であれ
ばよい。例えば、ボカシレベルが、ボカシ画像公開部１５により公開されているボカシ画
像と原画像の中間に位置している画像を提示するものなどが考えられる。
　なお、「ボカシレベル」は、ボカシ画像の不鮮明度の意であり、いくつかの段階から選
択するものでも、無段階に調整可能なものでもよいが、ボカシレベルが高いほど、ボカシ
画像の鮮明度は低くなるもので、以下単に「レベル」とも略称する。
【００４９】
〔４．第２実施形態〕
　第２実施形態は、画像交換部１９が、申込者Ｂと相手方Ａ間の交流の進み具合を判別し
、交流の進み具合が大きい程、申込者Ｂ及び相手方Ａに提示する画像のボカシレベルを低
減する例で、以下、画像交換部１９の処理内容を中心に具体的に説明する。
【００５０】
　すなわち、交換確認部１７は、前記第１実施形態と同様にして、ユーザ端末２から会員
Ｂとの画像交換に応じる旨を示す応答信号を受信すると、会員Ａと会員Ｂ間における鮮明
な画像の交換を画像交換部１９に指示するが、第２実施形態では、画像交換部１９は、会
員ＡとＢ間の鮮明な画像の交換指示を受けると、会員Ａと会員Ｂ間の交流の進み具合を判
別する。
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【００５１】
　例えば、会員ＡとＢが、本交際紹介システム上の交流サービス（交流サービスには、予
めレベル番号が付与されている）、例えば「チャットルーム」を利用して交流を図ってい
れば、交流の進み度が“１”、互いのＩＤ（例えば、一般には公開していない本交際紹介
システム中の日記などを見るために必要なＩＤ）を交換していれば、交流の進み度が“２
”、仮メールアドレスを交換していれば、交流の進み度が“３”、本メールアドレスを交
換していれば、交流の進み度が“４”のように判別することが考えられる。
　なお、本交際紹介システム自体の何らかの交流機能を前提とした前記のような判別は必
須ではなく、他のウェブサイトとの連携や、会員Ａ，Ｂなど当事者からの自己申告に基く
判別なども考えられる。
【００５２】
　そして、交換確認部１７は、交流サービスの個々に付与されているレベル番号と、会員
Ａと会員Ｂがどの前記交流サービスを利用したかの情報とに基いて、会員Ａと会員Ｂ間の
交流の進み具合を判別すると、交流の進み具合に応じて、会員Ａ，Ｂに提示する画像のボ
カシレベルを決定する。
　例えば、交流の進み具合が“１”であれば、ボカシレベル８０％、交流の進み具合が“
２”であれば、レベル６０％、交流の進み具合が“３”であれば、レベル３０％、交流の
進み具合が“４”であれば、レベル０％のように、画像のボカシレベルを決定する。
【００５３】
　交換確認部１７は、上記のように画像のボカシレベルを決定すると、原画像記憶部１２
から会員Ａ，Ｂの原画像の画像データを取り出して、双方の原画像につき、決定した前記
レベルボカシ画像を生成したうえ、通信ネットワーク４経由でそれぞれ相手のユーザ端末
２，３に対し、閲覧に応じるなどの形で送信する。
　ここで、決定したレベルに応じたボカシ画像の生成方法は、ボカシ画像登録部１３の画
像処理方法と同様であるため説明を省略するが、ボカシ画像登録部１３が、有り得る複数
のレベルの各ボカシ画像をそれぞれ事前に生成してボカシ画像記憶部１４に予め登録する
ようにしていれば、交換確認部１７はボカシ画像記憶部１４から該当するレベルのボカシ
画像の画像データを取り出すだけでよく、システム応答性が改善される。
【００５４】
　以上のように、第２実施形態によれば、交換確認部１７が申込者Ｂ及び相手方Ａに画像
を提示する際、通信ネットワーク上に存在する一又は二以上の交流サービスの個々に予め
付与したレベル番号と、申込者Ｂと相手方Ａがどの交流サービスを利用したかの情報とに
基いて、申込者Ｂと相手方Ａ間の交流の進み具合を判別し、交流の進み具合の大きさに応
じてボカシレベルを低減した画像を、申込者Ｂ及び相手方Ａに提示するようにしているの
で、鮮明な画像を見せてもよいと思われる相手でも、直ちに鮮明度が高い原画像の閲覧を
許可せずに、交流の進み具合に応じて、閲覧を許可する画像の鮮明度を段階的に高めるこ
とができる。このため、交流の進み具合に応じて、個人が特定されることによる不利益を
負担することができる画像閲覧制御装置が得られる。
【００５５】
〔５．第３実施形態〕
　第３実施形態は、ボカシ画像登録部１３がボカシ画像を生成する際、その原画像に対す
るボカシレベルの設定を受け付け、そのレベルに応じて原画像の鮮明度を調節するように
している。
　また、ボカシ画像公開部１５がボカシ画像記憶部１４により記憶されているボカシ画像
を公開する際、そのボカシ画像と一緒に、ボカシ画像登録部１３により設定が受け付けら
れたレベルを表示するようにしている。
　さらに、交換確認部１７がボカシ画像記憶部１４から画像交換の申込要求元である会員
のボカシ画像を取り出し、その会員のボカシ画像が掲載されている画像交換確認画面ＫＧ
を生成する際、そのボカシ画像と一緒に、ボカシ画像登録部１３により設定が受け付けら
れたレベルを表示するようにしている。
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　以下、ボカシ画像登録部１３、及びボカシ画像公開部１５及び交換確認部１７の処理内
容を具体的に説明する。
【００５６】
〔５－１．レベルに応じたボカシ画像の生成と登録〕
　ボカシ画像登録部１３は、例えば、画像収集部１１がユーザ端末２から会員Ａの原画像
の画像データを収集すると、その原画像の画像データから標準のボカシレベル（例えば、
レベル５０％）のボカシ画像を生成する。
　ここでは、ボカシ画像登録部１３が標準のレベルのボカシ画像を生成するようにしてい
るが、ユーザ端末２が原画像の画像データをサーバ１に送信する際、指定のレベルをサー
バ１に送信するようにしていれば、指定のレベルのボカシ画像を生成する。
　ボカシ画像登録部１３は、標準のレベルのボカシ画像を生成すると、そのボカシ画像と
原画像が掲載されているボカシ画像作成画面ＳＧを生成し、そのボカシ画像作成画面ＳＧ
の画面データを画像収集部１１及び通信ネットワーク４経由でユーザ端末２に送信する。
【００５７】
　ユーザ端末２は、サーバ１からボカシ画像作成画面ＳＧの画面データを受信すると、例
えば、ブラウザなどのアプリケーションソフトを使用して、そのボカシ画像作成画面ＳＧ
をディスプレイに表示する。ここで、図６は、ボカシ画像作成画面ＳＧの作成例を示す説
明図であり、このボカシ画像作成画面ＳＧでは、図６に示す通り、ボカシ画像生成時のレ
ベル（標準のレベル）が表示されており、会員Ａがユーザ端末２を操作して、そのレベル
の高低を調整することができる。
　例えば、会員Ａが、ボカシ画像が鮮明過ぎると思えば、ボカシ画像のレベルが高くなる
ように調整し（図中、レベルを示すスライドバーを右側に移動する）、ボカシ画像がぼや
け過ぎていると思えば、ボカシ画像のレベルが低くなるように調整する（図中、レベルを
示すスライドバーを左側に移動する）。
【００５８】
　このとき、ユーザ端末２が、会員Ａにより調整されたレベルで、ボカシ画像作成画面Ｓ
Ｇ中のボカシ画像のレベルを変更することができるアプリケーションソフト（例えば、Ａ
ｊａｘ（Ａｓｙｎｃｈｏｎｏｕｓ　Ｊａｖａ（登録商標）　Ｓｃｒｉｐｔ）通信機能を使
用して、Ｗｅｂページのリロードを伴わずに、サーバとＸＭＬ形式でデータのやり取りを
進めることが可能なアプリケーションソフト）を実装している場合、ボカシ画像作成画面
ＳＧ中のボカシ画像を更新する。
　会員Ａは、レベルを調整して、最終的に納得するボカシ画像が得られれば、ボカシ画像
作成画面ＳＧ中の「決定」ボタンをクリックする。
　これにより、ユーザ端末２は、レベル変更後のボカシ画像の画像データを通信ネットワ
ーク４経由でサーバ１に送信する。
　サーバ１のボカシ画像登録部１３は、画像収集部１１がユーザ端末２からボカシ画像の
画像データを受信すると、そのボカシ画像の画像データをボカシ画像記憶部１４に登録す
る。
【００５９】
　ここでは、ユーザ端末２がボカシ画像のレベルを変更することができるアプリケーショ
ンソフトを実装しているものとして説明したが、そのようなソフトを実装していない場合
には、ユーザ端末２が会員Ａによる調整後のレベルをサーバ１に送信するようにする。
　この場合、サーバ１のボカシ画像登録部１３が、ユーザ端末２から送信されたレベルの
ボカシ画像を生成し、そのボカシ画像の画像データをユーザ端末２に送信するようにする
。
　これにより、会員Ａは、レベル調整後のボカシ画像を確認することができる。
【００６０】
〔５－２．レベルに応じたボカシ画像の表示〕
　サーバ１のボカシ画像公開部１５は、ボカシ画像登録部１３がレベル変更後のボカシ画
像の画像データをボカシ画像記憶部１４に登録したのち、例えば、ユーザ端末３からボカ
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シ画像の閲覧要求を受信すると、前記第１実施形態と同様にして、ボカシ画像記憶部１４
に記憶されているボカシ画像の画像データを取り出し、画像登録が行われている会員のボ
カシ画像が掲載されている画像交換申込画面ＭＧを生成する。
　ただし、この第３実施形態では、ボカシ画像公開部１５が、ボカシ画像が掲載されてい
る画像交換申込画面ＭＧを生成する際、当該ボカシ画像のレベルを画像交換申込画面ＭＧ
に掲載する。
　これにより、例えば、画像交換申込画面ＭＧのボカシ画像を見ている会員Ｂが、そのレ
ベルから原画像の鮮明度を推測することができるようになる。
【００６１】
　また、交換確認部１７は、交換申込受付部１６から画像交換確認画面ＫＧの生成指示を
受けると、前記第１実施形態と同様にして、ボカシ画像記憶部１４から画像交換の申込要
求元である会員Ｂのボカシ画像を取り出し、会員Ｂのボカシ画像が掲載されている画像交
換確認画面ＫＧを生成する。
　ただし、この第３実施形態では、交換確認部１７が、ボカシ画像が掲載されている画像
交換確認画面ＫＧを生成する際、当該ボカシ画像のレベルを画像交換確認画面ＫＧに掲載
する。
　これにより、例えば、画像交換確認画面ＫＧのボカシ画像を見ている会員Ａが、そのレ
ベルから原画像の鮮明度を推測することができるようになる。
【００６２】
〔５－３．第３実施形態の効果〕
　以上で明らかなように、この第３実施形態によれば、ボカシ画像登録部１３が、画像収
集部１１により収集された画像に対するボカシレベルの設定を受け付け、そのボカシレベ
ルに応じて画像収集部１１により収集された画像の鮮明度を低減するように構成されてい
るので、鮮明度が低いボカシ画像を登録する際に、会員がボカシ画像のボカシレベルを自
由に設定することができる。このため、会員が、他の会員から交際申込が得られる可能性
と、公開されることにより個人が特定される不利益を比較考量して、自分のボカシ画像を
生成することができる。
【００６３】
　また、この第３実施形態によれば、ボカシ画像公開部１５及び交換確認部１７が、ボカ
シ画像を提示する際、そのボカシ画像と一緒に前記ボカシ画像のボカシレベルを表示する
ように構成されているので、ボカシ画像を見ている会員が、そのボカシレベルから原画像
の鮮明度を推測することができるようになり、その結果、画像交換の是非を慎重に行える
画像閲覧制御装置が得られる。
【００６４】
〔６．第４実施形態〕
　第４実施形態では、画像交換の申込に応じるに際して、どのボカシレベルの画像までな
ら、画像交換の申込に応じる用意がある旨を相手方に通知するようにしている。
　以下、具体的な処理内容を説明する。
【００６５】
　例えば、ユーザ端末２は、前記第１実施形態と同様にして、サーバ１の交換確認部１７
から画像交換確認画面ＫＧの画面データを受信すると、例えば、ブラウザなどのアプリケ
ーションソフトを使用して、その画像交換確認画面ＫＧをディスプレイに表示する。
　ただし、この第４実施形態では、画像交換の申込に応じる場合にチェックを入れるチェ
ック欄が、数段階のレベル毎に設けられている。図７は、画像交換確認画面ＫＧの作成例
を示す説明図であり、図７の例では、４つのレベルに応じて、４つのチェック欄が設けら
れている。
　例えば、会員Ａがレベル“３”の画像までなら、画像交換の申込に応じる用意がある場
合、レベル“３”に対応するチェック欄にチェックを入れるようにする。
【００６６】
　ユーザ端末２は、会員Ａが、例えば、会員Ｂのレベル“３”に対応するチェック欄にチ
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ェックを入れて、「決定」ボタンをクリックすると、レベル“３”の画像までなら、画像
交換の申込に応じる用意がある旨を示す応答信号（以下、「ボカシレベル信号」又は「レ
ベル信号」と称する）を通信ネットワーク４経由でサーバ１に送信する。
　サーバ１の交換確認部１７は、ユーザ端末２からレベル信号を受信すると、そのレベル
信号を通信ネットワーク４経由で申込者である会員Ｂのユーザ端末３に転送する。
【００６７】
　ユーザ端末３は、サーバ１からレベル信号を受信すると、例えば、ブラウザなどのアプ
リケーションソフトを使用して、そのレベル信号が示す情報、即ち、「ボカシレベル“３
”の画像までなら、画像交換の申込に応じる用意がある」旨をディスプレイに表示する。
　会員Ｂは、レベル“３”の画像の交換に応じる場合、ユーザ端末３を操作して、レベル
“３”の画像の交換に応じる旨を示す応答信号を通信ネットワーク４経由でサーバ１に送
信する。
【００６８】
　サーバ１の交換確認部１７は、ユーザ端末３からレベル“３”の画像の交換に応じる旨
を示す応答信号を受信すると、会員Ａと会員Ｂ間におけるレベル“３”の画像の交換を画
像交換部１９に指示するとともに、会員Ａと会員Ｂを、レベル“３”の画像の交換を行っ
ている旨の組み合わせ情報として、画像交換実施者記憶部１８に格納する。ここで、図８
は、相手方と申込者の組み合わせ情報を示す説明図である。
【００６９】
　画像交換部１９は、交換確認部１７から会員Ａと会員Ｂ間におけるレベル“３”の画像
の交換指示を受けると、ボカシ画像記憶部１４から会員Ａ，Ｂのレベル“３”のボカシ画
像の画像データを取り出して、会員Ａのレベル“３”のボカシ画像の画像データを通信ネ
ットワーク４経由でユーザ端末３に送信し、会員Ｂのレベル“３”のボカシ画像の画像デ
ータを通信ネットワーク４経由でユーザ端末２に送信する。
　ただし、レベル“３”のボカシ画像の画像データがボカシ画像記憶部１４に記憶されて
いない場合、原画像記憶部１２から原画像の画像データを取り出し、その原画像の鮮明度
を低減して、レベル“３”のボカシ画像を生成するようにしてもよい。
【００７０】
　以上で明らかなように、この第４実施形態によれば、交換確認部１７は、相手方Ａが画
像交換の申込に応じる場合、どのボカシレベルの画像まで交換を許容するかを確認して、
前記レベルを申込者Ｂに提示し、申込者（例えば、会員Ｂ）が前記レベルの画像の交換に
応じるかを確認するように構成され、画像交換部１９は、交換確認部１７により前記レベ
ルの画像の交換に応じることが確認されると、相手方Ａの前記レベルの画像を申込者Ｂに
提示するとともに、申込者Ｂの前記レベルの画像を相手方Ａに提示するように構成されて
いるので、交換してもよいと思う画像のレベルを相手方に通知して、そのレベルでの画像
交換を実現することができる。このため、個人が特定される可能性を更に軽減することが
できる画像閲覧制御装置が得られる。
【００７１】
〔７．第５実施形態〕
　第５実施形態では、画像収集部１１がユーザ端末２，３から原画像の画像データを収集
する際、ユーザ端末２，３からボカシパターンの指定情報を受信すると、ボカシ画像登録
部１３が当該ボカシパターンにしたがってボカシ画像を生成するようにしている。
　具体的には、以下の通りである。
【００７２】
　画像収集部１１は、ユーザ端末２，３から画像の登録要求を受信することで、原画像の
送信要求をユーザ端末２，３に送信する際、ボカシパターンの指定要求もユーザ端末２，
３に送信する。
　ボカシパターンの指定要求は、好みのボカシパターンの指定を要求する制御信号を意味
しており、例えば、顔写真の全体をぼかすパターン、目などの一部を強めにぼかすパター
ン、モザイクを用いてぼかすパターンなどをユーザ端末２，３に送信することで、何れか
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のパターンの中から、好みのボカシパターンの選択を促すものである。
　これにより、会員Ａ，Ｂがユーザ端末２，３を操作して、好みのボカシパターンを選択
する。なお、このボカシパターンの選択に加えて、ボカシの種類についての指摘要求をユ
ーザ端末２，３に送信するようにしてもよい。
【００７３】
　ボカシ画像登録部１３は、画像収集部１１がユーザ端末２，３から原画像の画像データ
を収集する際、ユーザ端末２，３からボカシパターンの指定情報を受信すると、ボカシ画
像登録部１３が当該ボカシパターンにしたがってボカシ画像を生成する。
　例えば、顔写真の全体をぼかすパターンを選択していれば、顔写真の全体がぼけている
ボカシ画像を生成する。
【００７４】
　以上で明らかなように、この第５実施形態によれば、ユーザ端末２，３からボカシパタ
ーンの指定情報を受信すると、ボカシ画像登録部１３が当該ボカシパターンにしたがって
ボカシ画像を生成するようにしているので、会員Ａ，Ｂが納得できるボカシ画像を登録す
ることができる。
【００７５】
〔８．第６実施形態〕
　第６実施形態においては、ボカシ画像登録部１３がボカシ画像を生成したのち、その原
画像のデータサイズとボカシ画像のデータサイズとの差分を算出し、その差分を所定の基
準値と比較することで、原画像の鮮明度をチェックするようにしている。
【００７６】
　ボカシ画像登録部１３は、例えば、その差分が所定の基準値より小さい場合、原画像の
鮮明度が低い可能性が高いので、そのボカシ画像の登録をやめて、その旨を画像収集部１
１に通知する。
　画像収集部１１は、ボカシ画像登録部１３から当該通知を受けると、原画像記憶部１２
に登録した原画像を破棄し、原画像の差し替え要求を原画像の送信元のユーザ端末に送信
する。
　これにより、鮮明度が低い原画像の登録を防止することができる。
【００７７】
　ここでは、ボカシ画像登録部１３が原画像のデータサイズとボカシ画像のデータサイズ
との差分を所定の基準値と比較することで、原画像の鮮明度をチェックするものについて
示したが、原画像のデータサイズと所定の基準サイズを比較することで、原画像の鮮明度
をチェックするようにしてもよい。
【００７８】
〔９．変形例〕
　申込者の職業（例えば弁護士）や趣味（例えばアウトドア）、嗜好（例えばフランスワ
イン）が、相手方の希望に一致する場合には、他の申込者に提示する画像よりも、比較的
鮮明な画像（ボカシレベル低程度）を予め提示するように設定してもよい。これにより、
相手方の希望に合った特定の交換申込側の相手との画像の交換の成立を促進させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００７９】
【図１】この発明の第１実施形態による交際紹介システムの画像閲覧制御装置を示す構成
図である。
【図２】この発明の第１実施形態による画像閲覧制御装置がボカシ画像を登録する際の処
理内容を示すフローチャートである。
【図３】この発明の第１実施形態による画像閲覧制御装置が鮮明度の高い原画像を交換す
る際の処理内容を示すフローチャートである。
【図４】画素値を平均値に置き換えることで、ボカシ画像を生成する画像処理を示す説明
図である。
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【図５】原画像とボカシ画像の一例を示す説明図である。
【図６】ボカシ画像作成画面の作成例を示す説明図である。
【図７】画像交換確認画面の作成例を示す説明図である。
【図８】会員Ａと会員Ｂの組み合わせ情報を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８０】
　１　画像閲覧制御装置（サーバ）
　２，３　ユーザ端末
　４　通信ネットワーク
　１１　画像収集部（画像収集手段）
　１２　原画像記憶部
　１３　ボカシ画像登録部（ボカシ画像登録手段）
　１４　ボカシ画像記憶部
　１５　ボカシ画像公開部（ボカシ画像公開手段）
　１６　交換申込受付部（交換申込受付手段）
　１７　交換確認部（交換確認手段）
　１８　画像交換実施者記憶部
　１９　画像交換部（画像交換手段）
　ＫＧ　画像交換確認画面
　ＭＧ　画像交換申込画面
　ＳＧ　ボカシ画像作成画面

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【手続補正書】
【提出日】平成21年1月5日(2009.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
（４）（１）から（３）の前記ボカシ画像登録手段において、前記ボカシ画像公開手段は
、ボカシ画像を提示する際、前記ボカシ画像と一緒に前記ボカシ画像のボカシレベルを表
示するように構成され、前記ボカシレベルは、前記原画像と、鮮明度を所定の最大限度ま
で低減した画像と、の間の鮮明度レベルを示すようにしていてもよい。
　この発明によれば、ボカシ画像を見ている紹介希望者が、そのボカシ画像のボカシレベ
ルから原画像の鮮明度を推測することができるようになるため、画像交換の是非を慎重に
行える画像閲覧制御装置が得られる。
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